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第１章 調査の概要 
 

第１節 調査の目的  

本調査は，平成 30 年度における県内の産業廃棄物の排出・処理等の実態を調査し，廃棄

物の適正処理の確保を図るとともに，廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 5 条の 5 に

定める「廃棄物処理計画」策定のための基礎資料を得ることを目的とする。  

 

第２節 調査に関する基本的事項  

１．調査対象期間  

平成 30 年４月１日から平成 31 年３月 31 日までの 1 年間 

２．調査対象廃棄物  

調査対象廃棄物は，廃棄物処理法及び同法施行令に規定する産業廃棄物（特別管理

産業廃棄物を含む）とし，図表 1-1 及び図表 1-2 に示す分類に区分した。なお，これ

ら産業廃棄物のうち，汚泥，廃油，廃プラスチック類，がれき類については，廃棄物

の性状に応じて細区分し，分類が困難な廃棄物（感染性産業廃棄物，混合廃棄物，シ

ュレッダーダスト等）については，「その他産業廃棄物」として捉えた。  

 

図表 1－1 調査対象廃棄物（その１） 

産業廃棄物の分類  （ ）内は，細区分。 

①燃え殻 
②汚泥（有機性汚泥，無機性汚泥） 
③廃油（一般廃油，廃溶剤，固形油，油でい，油付着物類） 
④廃酸 
⑤廃アルカリ 
⑥廃プラスチック類（廃プラスチック，廃タイヤ） 
⑦紙くず 
⑧木くず 
⑨繊維くず 
⑩動植物性残さ 
⑪動物系固形不要物 
⑫ゴムくず 
⑬金属くず 
⑭ガラスくず，コンクリートくず及び陶磁器くず 

［注：本報告書では「ガラス陶磁器くず」と略した］ 

⑮鉱さい 
⑯がれき類（コンクリート片，廃アスファルト，その他） 
⑰ばいじん 
⑱動物のふん尿 
⑲産業廃棄物を処分するために処理したもの [注：本報告書では，「ｺﾝｸﾘｰﾄ固形物」と略した] 

 

※上記の種類に分類できない廃棄物等は「その他産業廃棄物」とした。 

※動物の死体については，県内の産業廃棄物処分業者での処理実績はなく，排出量は少な

いと思われる。そのため，前回調査と同様に調査対象廃棄物から除外した。  
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図表 1－2 調査対象廃棄物（その２） 

特別管理産業廃棄物の分類 

①廃油（揮発油類，灯油類，軽油類） 

②廃酸（ｐＨが 2.0 以下の廃酸） 

③廃アルカリ（ｐＨが 12.5 以上の廃アルカリ） 

④感染性廃棄物 

⑤廃石綿等 

⑥特定有害廃棄物（廃石綿等を除く） 

 

また，調査に当たって，有償物・副産物，発生時の廃棄物の種類等については，下

記に示す取扱いをした。  

 

（１）法令上廃棄物とならない有償物も今後の社会状況の変化によっては産業廃棄物と

なる可能性があるため，今回の調査対象に含めた。  

（２）紙くず，木くず，繊維くず，動植物性残さ及び動物系固形不要物については，廃

棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第 2 条で，産業廃棄物となる業種が指定さ

れている。このため，指定された業種以外の事業所から発生した紙くず，木くず，

繊維くず，動植物性残さ及び動物系固形不要物については，原則として事業系一般

廃棄物とし，調査対象から除外した。ただし，貨物の流通のために使用したパレッ

トに係る木くずは，産業廃棄物として取り扱われるため，パレットに係る木くずは

すべての業種で産業廃棄物として集計した。  

（３）酸性又はアルカリ性の排水であって，これを公共用水域へ放流することを目的と

して事業所で中和処理を行っている場合には，中和処理後に生じた汚泥（沈でん物）

を調査対象廃棄物とし，脱水前の量を発生量とした。  

（４）自社で廃棄物を焼却処理した場合は，焼却処理前の廃棄物を発生量とし，焼却処

理後は自己中間処理後量として計上した。  

 

 

３．調査対象業種  

調査対象業種は，「日本標準産業分類（総務省）平成 25 年 10 月改訂」の業種区分を

基本とし，図表 1-3 に示す業種を調査対象とした。  

また，調査対象業種の名称については，本報告書では略称で統一し表記した。  
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図表 1－3 調査対象業種（その１）

 

 

 

 

農業，林業 農業・林業

農業 農業

建設業 建設業

製造業 製造業

食料品製造業 食料品

飲料・たばこ・飼料製造業 飲料・飼料

繊維工業 繊維

木材・木製品製造業（家具を除く） 木材

家具・装備品製造業 家具

パルプ・紙・紙加工品製造業 パルプ・紙

印刷・同関連業 印刷

化学工業 化学

石油製品・石炭製品製造業 石油・石炭

プラスチック製品製造業 プラスチック

ゴム製品製造業 ゴム

なめし革・同製品・毛皮製造業 皮革

窯業・土石製品製造業 窯業・土石

鉄鋼業 鉄鋼

非鉄金属製造業 非鉄金属

金属製品製造業 金属

はん用機械器具製造業 はん用機器

生産用機械器具製造業 生産用機器

業務用機械器具製造業 業務用機器

電子部品・デバイス・電子回路製造業 電子部品

電気機械器具製造業 電気機器

情報通信機械器具製造業 情報通信機器

輸送用機械器具製造業 輸送機器

その他の製造業 その他

電気・ガス・熱供給・水道業 電気・水道業

電気業 電気業

ガス業 ガス業

熱供給業 熱供給業

上水道業 上水道業

下水道業 下水道業

情報通信業 情報通信業

通信業 通信業

放送業 放送業

情報サービス業 情報サービス業

インターネット付随サービス業 インターネットサービス業

映像・音声・文字情報制作業 文字情報等制作業

運輸業，郵便業 運輸業

鉄道業 鉄道業

道路旅客運送業 道路旅客運送業

道路貨物運送業 道路貨物運送業

日本標準産業分類 略称
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図表 1－3 調査対象業種（その２）

 

 
 
 
 
 

４．調査対象区域  

調査対象区域は，茨城県全域とした。なお，本調査では産業廃棄物の発生等の地域

特性を把握するため，県内を図表 1-4 に示す５地域に区分した。  

 

図表 1－4 調査対象地域区分表 

地 域 名 市 町 村 名 

県北地域 
日立市，常陸太田市，高萩市，北茨城市，ひたちなか市， 
常陸大宮市，那珂市，東海村，大子町 

県央地域 水戸市，笠間市，小美玉市，茨城町，大洗町，城里町 

鹿行地域 鹿嶋市，潮来市，神栖市，行方市，鉾田市 

県南地域 
土浦市，石岡市，龍ケ崎市，取手市，牛久市，つくば市， 
守谷市，稲敷市，かすみがうら市，つくばみらい市，美浦村，
阿見町，河内町，利根町 

県西地域 
古河市，結城市，下妻市，常総市，筑西市，坂東市，桜川市，
八千代町，五霞町，境町 

 

卸売業，小売業 卸・小売業

各種商品卸売業 各種商品卸売業

各種商品小売業 各種商品小売業

自動車小売業 自動車小売業

機械器具小売業 機械器具小売業

家具・建具・畳小売業 家具・建具・畳小売業

じゅう器小売業 じゅう器小売業

燃料小売業 燃料小売業

不動産業，物品賃貸業 物品賃貸業

物品賃貸業 物品賃貸業

学術研究，専門・技術サービス業 学術研究・専門サービス業

学術・開発研究機関 学術・開発研究機関

写真業 写真業

宿泊業，飲食サービス業 宿泊、飲食業

飲食店 飲食店

生活関連サービス業，娯楽業 生活関連サービス業

洗濯業 洗濯業

医療，福祉 医療・福祉

病院 病院

一般診療所 一般診療所

サービス業（他に分類されないもの） サービス業

産業廃棄物処分業 産業廃棄物処分業

自動車整備業 自動車整備業

と畜場 と畜場

日本標準産業分類 略称
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５．発生・排出及び処理状況  

調査の集計・推計結果は，図表 1-5 に示す発生・排出及び処理状況の流れ図にとり

まとめた。  

なお，この流れ図に用いた各項目の定義については，図表 1-6 に示すとおりである。  

 

図表 1－5 排出量及び処理状況の流れ図  

  

 

 (A)         (B)      (S)

(E1)  (R)

　　　(G1)

(C)           (D)      (E)           (I)

     (F)   　 (H)        (J)

   

        (G)
            

       (K)

Ｇ１：自己未処理自己再生利用量
Ｇ２：自己最終処分量
Ｇ３：委託中間処理量
Ｇ４：委託直接最終処分量
Ｇ５：その他量

        (L)      (M)       (M1)

   (N) 　　　 (M2)

(T)         (O)         (P)      (Q)

発生量 有償物量

排出量
自己中間
処理量

自己中間
処理後量

自己減量
化量

自己中間
処理後再
生利用量

再生利用
量

搬出量

委託中間
処理後再
生利用量

委託中間
処理後最
終処分量

自己最終
処分量

その他量

委託処理
量

自己未処
理量

減量化量
委託直接
最終処分
量

委託減量
化量

最終処分
量

資源化量

委託中間
処理量

委託中間
処理後量

委託最終
処分量

自己未処理自己
再生利用量
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図表 1－6 排出量及び処理状況の流れ図の項目に関する用語の定義  

 項  目 定        義 

(A)発生量 事業場内等で生じた産業廃棄物量及び有償物量 

(B)有償物量 

(A)の発生量のうち，中間処理されることなく，他者に

有償で売却した量（他者に有償で売却できるものを自己

利用した場合を含む） 

(C)排出量   (A)の発生量のうち，(B)の有償物量を除いた量 

(D)自己中間処理量 
(C)の排出量のうち，排出事業者自らが中間処理した廃

棄物量で処理前の量 

(G)自己未処理量 (C)の排出量のうち，自己中間処理されなかった量 

(G1)自己未処理自己再生利用量 
(G)の自己未処理量のうち，他者に有償売却できないも

のを自ら利用した量 

(G2)自己未処理自己最終処分量 
(I)の自己最終処分量のうち，自己未処理で自己最終処

分した量 

(G3)自己未処理委託中間処理量 
(L)の委託中間処理量のうち，自己未処理で委託中間処

理した量 

(G4)自己未処理委託直接最終処分量 
(O)の委託直接最終処分量のうち，自己未処理で委託直

接最終処分された量 

(G5)自己未処理その他量 (J)のその他量のうち，自己未処理のその他量 

(E)自己中間処理後量 (D)で中間処理した後の廃棄物量 

(E1)自己中間処理後再生利用量 
(E)の自己中間処理後量のうち，自ら利用し，または他

者に有償で売却した量 

(F)自己減量化量 
(D)の自己中間処理量から(E)の自己中間処理後量を差

し引いた量 

(H)搬出量 
(I)の自己最終処分量，(J)のその他量及び(K)の委託処

理量の合計 

(I)自己最終処分量 自己の埋立地に処分した量 

(J)その他量 事業場内等に保管されている量等 

(K)委託処理量 中間処理及び最終処分を他者に委託した量 

(L)委託中間処理量 
(K)の委託処理量のうち，処理業者等で中間処理された

量 

(M)委託中間処理後量 (L)で中間処理された後の廃棄物量 

(M1)委託中間処理後再生利用量 
(M)の委託中間処理後量のうち，処理業者等で自ら利用

しまたは他者に有償で売却した量 

(M2)委託中間処理後最終処分量 (M)の委託中間処理後量のうち，最終処分された量 

(N)委託減量化量 
(L)の委託中間処理量から(M)の委託中間処理後量を差

し引いた量 

(O)委託直接最終処分量 
(K)の委託処理量のうち，処理業者等で中間処理される

ことなく最終処分された量 

(P)委託最終処分量 処理業者等で最終処分された量 

(Q)最終処分量 排出事業者と処理業者等の最終処分量の合計 

(R)再生利用量 排出事業者または処理業者等で再生利用された量 

(S)資源化量 (B)の有償物量と(R)の再生利用量の合計 

(T)減量化量 
排出事業者または処理者等の中間処理により減量され

た量 
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また，報告書本文の説明用として，図表 1-7 に示す簡易流れ図を用いた。この簡易

流れ図は環境省が「産業廃棄物排出・処理状況調査」で使用している流れ図を一部加

工したものである。 

アルファベットで示した項目は，図表 1-5 で示した項目と同じであり，用語の定義

は図表 1-6 のとおりである。数字で示した項目の用語の定義は図表 1-8 のとおりで

ある。  

図表 1－7 排出量及び処理状況の概要 

 

 

図表 1－8 排出量及び処理状況の概要の項目に関する用語の定義 

項  目 定        義 

①直接再生利用量 

自己未処理量のうち，他者に有償売却できないものを自

ら利用した量。(G1) 

自己未処理自己再生利用量と同じ。 例）廃油の燃料利

用など 

②中間処理量 
中間処理した量。(D)自己中間処理量と(G3)自己未処理

委託中間処理量の合計。 

③直接最終処分量 

中間処理をせずに最終処分した量。(G2)自己未処理自己

最終処分量と(G4)自己未処理委託直接最終処分量の合

計。 

④処理残渣量 
中間処理後の残さ量。⑤処理後再生利用量と⑥処理後最

終処分量の合計。 

⑤処理後再生利用量 

中間処理後に再生利用した量。 

(E1)自己中間処理後再生利用量と(M1)委託中間処理後

再生利用量の合計。 

⑥処理後最終処分量 

中間処理後に最終処分した量。 

自己中間処理後自己最終処分量と自己中間処理後委託

直接最終処分量及び(M2)委託中間処理後最終処分量の

合計。 

 

  

(A) (B) (S)

(R)
①

⑤
② ④

(C)
(T) ⑥

③ (Q)

(J)

発生量 有償物量

排出量

直接再生利用量
再生利用量

処理残渣量中間処理量

直接最終処分量

その他量

最終処分量

資源化量

処理後
最終処分量

処理後
再生利用量

減量化量
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第３節 調査の方法  

１．調査方法の概要  

本調査は，郵送によるアンケート調査と県保有の既存資料に基づく資料調査等をベー

スとしており，アンケート調査によって得られた産業廃棄物の発生及び処理状況に関す

る内容（集計値）と産業廃棄物の発生量に関連した指標（活動量指標：従業者数，製造

品出荷額等）を基に，県内における産業廃棄物の発生量等の推計を行うものである。 

なお，調査にあたっては，発生事業場（業種）の特性等を勘案し，図表 1-9 に示す調

査方法を基本とした。  

 

図表 1－9 調査方法の概要 

業種 
調査方法 

備考 
全数調査 標本調査 資料調査 

農業   ○ 
動物のふん尿，農業用廃プラスチック

類を調査対象廃棄物とし，既存資料を

用いて調査を行う。 

建設業  ○   

製造業  ○   

電気･水道業 ○   

関係部局の名簿等を基に，火力発電

所，浄水場，下水処理場等を全数抽出

し，すべての施設から回答を得ること

を原則とする。 

このため，活動量指標を用いた原単位

による推計は行わず，アンケートで集

計した発生量及び処理状況の実績量を

そのまま用いる。 

情報通信業  ○   

運輸業  ○   

卸･小売業  ○   

物品賃貸業  ○   

学術研究・専門

サービス業 
 ○  

 

飲食店・宿泊業  ○   

生活関連サービ

ス業 
 ○  

 

医療・福祉  ○   

サービス業  ○   

注 1)全数調査とは，産業廃棄物の発生量及び処理状況の実態をより正確に把握するため，特定

の業種あるいは事業所等を調査対象として全数を抽出・回収し，その発生量及び処理状況

の実績量を把握する方法。 

注 2)標本調査とは，標本調査対象業種に分類される事業所から一部の調査事業所を抽出し，抽

出された排出事業所からのアンケート調査に基づいて産業廃棄物の実態を把握する方法。 

注 3)資料調査とは，関係部局等が調査した排出原単位等の資料を用いて発生量等の実績量を把

握する方法。 
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２．標本調査について  

（１）標本抽出方法 

標本の抽出に当たっては，産業廃棄物関連データ（平成 30 年度実績：多量排出事業

者の産業廃棄物処理実施状況報告書等）をもとに，業種別，種類別に産業廃棄物の排

出量の多い事業所（寄与率が高い）を選定し，平成 29 年次事業所母集団データベース

から該当事業所を，図表 1-10 に示す抽出方法により有意に抽出した。  

 

図表 1－10 標本抽出方法 

業種 標本抽出方法等 

建設業 

事業所母集団データベースに登録された事業所から抽出 

 資本金 3,000 万円以上        全数抽出 

資本金 1,000 万円以上 3,000 万円未満 無作為抽出  

県外に本社を有する大手企業（ゼネコン）については有意抽出 

製造業 

事業所母集団データベースに登録された事業所から抽出 

 従業員数 30 人以上 全数抽出 

従業員数 5～30 人未満 無作為抽出 

電気・水道業 全数抽出 

情報通信業 

事業所母集団データベースに登録された事業所から抽出 

 従業員数 100 人以上   全数抽出 

従業員数 5～100 人未満 無作為抽出 

運輸業 

卸･小売業 

物品賃貸業 

学術研究・専門サービ

ス業 

飲食店・宿泊業 

生活関連サービス業 

医療・福祉 

事業所母集団データベースに登録された事業所から抽出 

 従業員数 100 人以上    全数抽出 

従業員数 5～100 人未満 無作為抽出 

病院は，既存資料から全数抽出 

サービス業 

事業所母集団データベースに登録された事業所から抽出 

 従業員数 100 人以上   全数抽出 

従業員数 5～100 人未満 無作為抽出 

と畜場は全数抽出 

産業廃棄物処分業は産業廃棄物処理業者名簿より全数抽出 
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（２）アンケート調査項目 

アンケート調査の項目は，活動量指標（製造品出荷額等）と廃棄物の排出量及び処

理状況に関するものとし，調査票の形式は，各業種で排出される廃棄物や処理状況の

特性を考慮して，次の 6 種類の調査票を作成した。  

○建設業  

○運輸業，卸・小売業，サービス業のうち自動車等の整備を行う業種  

○医療・福祉  

○情報通信業，卸・小売業，サービス業等で産業廃棄物の排出が少ない業種  

○製造業等（上記以外の業種）  

○産業廃棄物処分業  

 

各調査票の調査項目の詳細は，本報告書の巻末の調査票のとおりである。  

 

（３）排出原単位の算出と調査対象全体の発生量の推計方法 

１）推計の考え方 

調査対象全体の発生量は，資料調査，標本調査，全数調査による発生量の合計に

より算出する。  

資料調査及び全数調査は，実数値の集計により算出するが，標本調査については，

標本以外の発生量は，2）に示す排出原単位を用いて算出した。  

なお，発生量全体の推計手法の流れは，図表 1-11 に示すとおりである。  

図表 1－11 発生量の推計方法の概念図  

 
注）特異値とは、多量排出事業者や同業他社と比較し排出状況が大きく異なる等特殊な標本のことを示す。

調査対象
全体発生量

資料調査
（発生量実数値）

県全体
（指標値）

標本以外
（指標値）

発生量原単位
（発生量/指標値）

標本以外
（発生量推計値）

標本
（発生量実数値）

標本
（指標値実数値）

特異値以外
（発生量実数値）
（指標値実数値）

全数調査
（発生量実数値）

標本調査
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２）排出原単位の算出 

排出原単位とは，活動量指標単位当たりの産業廃棄物発生量を示すものであり，

アンケート調査等によって得られた標本の業種別，種類別の集計産業廃棄物量と業

種別の集計活動量指標から，図表 1-12 に示す A 式によって算出する。  

 

３）調査対象全体の発生量の推計方法 

２）で算出された排出原単位と，業種別の調査対象全体（最新年度の母集団）に

おける調査当該年度の活動量指標を用いて，図表 1-12 に示す B 式によって調査対

象全体の産業廃棄物の発生量を推計した。  

図表 1-12 排出原単位と発生量の推計方法 

①排出原単位の算出 

Ａ式 α＝Ｗ／Ｏ   α：産業廃棄物の排出原単位 

             Ｗ：標本に基づく集計産業廃棄物発生量 

            Ｏ：標本に基づく集計活動量指標 

 

②調査対象全体の発生量の推計方法 

Ｂ式 Ｗ’=α×Ｏ’ Ｗ’：調査当該年度の推計産業廃棄物発生量 

            Ｏ’：調査当該年度の母集団の活動量指標 

 

計算例）アンケート調査によって得られた食料品製造業の排出量が 300ｔ，製造品

出荷額が 100 万円だった場合，排出原単位は，300ｔ÷100 万円 = 3ｔ/万

円となる。 

食料品製造業の県全体の製造品出荷額が 200 万円だった場合，県全体の排

出量は，3ｔ/万円×200 万円＝600ｔと推計される。 
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４）活動量指標  

 母集団（県全体）の推計に用いた活動量指標は，次のとおりである。 

 

図表 1-13 業種別の活動量指標 

業種 活動量指標 出典 

建設業 元請完成工事高 
建設工事施工統計調査報告平成 29 年実績 

（国土交通省総合政策局） 

製造業 製造品出荷額等 
平成 30 年工業統計調査結果 

（経済産業省） 

情報通信業 

従業者数 
平成 29 年次事業所母集団データベース 

（総務省統計局） 

運輸業 

卸･小売業 

物品賃貸業 

学術研究・専門サ

ービス業 

飲食店・宿泊業 

卸・小売業 

医療・福祉 
病床数 

平成 30 年医療施設調査病院報告書 

（厚生労働省統計情報部） 

従業者数 平成 29 年次事業所母集団データベース 

（総務省統計局） サービス業 従業者数 
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第４節 調査結果の利用上の留意事項  

  本調査結果を利用する際の留意事項については，以下のとおりである。  

１．産業廃棄物の種類の区分について 

本報告書では，産業廃棄物の種類を次に示す３段階で設定し，表記している。 

 

 

 

 

 

 

中間処理により廃棄物の種類が変化する場合（例：木くず→（焼却）→燃え殻）が

ある。この場合において，中間処理後の変化した廃棄物の種類で記載した場合を（種

類別：変換）とし，本報告書においては，特に断らない限りは「変換」の数値で記載

している。 

なお，解析等の都合上，中間処理後も廃棄物の種類を変化させずに集計した場合（例：

発生時の種類のまま；木くず→（焼却）→木くず）は，図表中に（種類別：無変換）

と記載した。 

 

２．委託中間処理後の残さ量について  

 委託中間処理後の残さ量は，アンケートの回答結果を用いることを原則とした。な

お，残さ量の回答が無いものについては，産業廃棄物の種類ごとに，委託中間処理方

法による残さ率から電算処理を行い算出した。 

 

３．建設業の地域別発生量について  

  建設業における地域別の産業廃棄物の発生量については，アンケートで得られた工

事現場ごとの発生量の割合を基に，県全体の推計値を按分することにより算出した。 

 

４．単位と数値に関する処理  

（１）単位に関する表示 

本報告書の調査結果表においては，すべて１年間の量であることを明らかにする

ため，図表の単位は「千 t／年」「ｔ／年」で表示しているが，文章中においては，

原則として「千トン」「トン」で記述している。  

 

 

 

１段階 発生時点の種類 

２段階 

排出事業場で中間処理され，変化した処理後の種類 

 例１；木くず→（焼却）→［燃え殻］ 

 例２；廃酸 →（中和）→［汚泥］ 
注）１段階時点の種類と事業場の中間処理方法を用いて推定した。 

３段階 
委託中間処理により，変化した処理後の種類 
注）２段階時点の種類と委託中間処理方法を用いて推定した。 
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（２）報告書における数値の処理 

本文に記載されている千トン表示及び構成比（％）の数値は，四捨五入の関係で

合計と個々の数値の計とが一致しないものがある。  

なお，本文の図表及び巻末統計表の空欄は，該当値がないものを示す。  

 

 

第５節 標本抽出・回収結果  

今回の調査では，産業廃棄物関連データ（平成 30 年度実績）をもとに，業種別，種類

別に産業廃棄物の排出量の多い事業所を選定し，6,442 件を平成 29 年事業所母集団デー

タベースから有意抽出し，アンケート調査を実施した。なお，事業所閉鎖等によりあて

先不明で調査票が返戻となった事業所 218 件を除く実抽出数は，6,224 件であった。 

回収された調査票は，3,598 件（回収率 57.8％）となっている。 

標本の抽出及び回収結果は，図表 1-14 に示すとおりである。 
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図表 1-14 標本抽出・回収結果 

 

  

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M)
調査対
象事業
所数

抽出事
業所数

抽出率
回収事
業所数

宛先不
明等

回収率
有効調
査票数

集計活動量
指標

母集団の活
動量指標

指標カ
バー率

集計廃棄物
量

集計廃棄物
量

指標カ
バー率

(B)÷(A) (D)/(B-E) (H)/(I) (千ｔ） (千ｔ） (K)/(L)
合計 52,797 6,442 12.2% 3,598 218 57.8% 3,501 - - - 10,836 12,453 87.0%
農業 - - - - - - - - - - 2,828 2,828 100.0%
建設業 15,007 790 5.3% 448 38 59.6% 434 42,328 108,934 38.9% 627 1,612 38.9%
製造業 10,755 2,694 25.0% 1,567 54 59.4% 1,517 811,793 1,224,794 66.3% 4,448 5,037 88.3%

食料品 1,307 413 31.6% 231 9 57.2% 227 114,225 146,440 78.0% 419 510 82.2%
飲料・飼料 184 45 24.5% 29 2 67.4% 28 24,597 52,271 47.1% 110 151 72.8%
繊維 539 66 12.2% 32 2 50.0% 30 3,869 5,546 69.8% 7 7 93.5%
木材 317 57 18.0% 31 0 54.4% 31 7,542 16,872 44.7% 18 39 44.7%
家具 351 39 11.1% 21 0 53.8% 21 5,801 5,823 99.6% 6 7 99.6%
パルプ・紙 233 80 34.3% 46 2 59.0% 46 18,521 22,915 80.8% 1,170 1,193 98.1%
印刷 437 75 17.2% 38 1 51.4% 38 8,094 13,315 60.8% 19 31 60.8%
化学 271 135 49.8% 114 3 86.4% 110 127,288 140,355 90.7% 218 233 93.6%
石油・石炭 40 25 62.5% 20 1 83.3% 20 4,186 6,928 60.4% 19 20 95.5%
プラスチック 801 247 30.8% 136 9 57.1% 129 53,132 81,907 64.9% 58 90 64.9%
ゴム 149 39 26.2% 18 0 46.2% 18 5,290 8,100 65.3% 8 12 65.3%
皮革 92 20 21.7% 11 2 61.1% 10 106 245 43.3% 0 0 43.3%
窯業・土石 1,000 152 15.2% 96 1 63.6% 96 23,926 32,262 74.2% 163 220 74.2%
鉄鋼 213 68 31.9% 46 2 69.7% 46 75,427 81,659 92.4% 598 641 93.3%
非鉄金属 206 71 34.5% 45 1 64.3% 43 41,497 71,246 58.2% 44 76 58.2%
金属 1,440 293 20.3% 160 1 54.8% 152 39,573 86,655 45.7% 1,331 1,382 96.3%
はん用機器 368 95 25.8% 55 2 59.1% 53 28,035 71,422 39.3% 59 151 39.3%
生産用機器 759 168 22.1% 87 1 52.1% 84 62,174 131,797 47.2% 47 81 57.9%
業務用機器 266 79 29.7% 47 3 61.8% 44 23,221 29,387 79.0% 11 13 84.0%
電子部品 195 80 41.0% 51 3 66.2% 51 21,006 21,274 98.7% 68 68 99.6%
電気機器 565 187 33.1% 118 0 63.1% 110 52,872 69,803 75.7% 39 52 74.3%
情報通信機器 55 25 45.5% 11 1 45.8% 11 2,634 5,233 50.3% 1 1 50.3%
輸送機器 372 130 34.9% 76 6 61.3% 73 59,206 101,962 58.1% 29 47 62.6%
その他 595 105 17.6% 48 2 46.6% 46 9,571 21,375 44.8% 6 13 44.8%

電気・水道業 248 248 100.0% 202 9 84.5% 199 - - - 2,906 2,906 100.0%
電気業 71 71 100.0% 43 4 64.2% 43 - - - 783 783 100.0%
ガス業 12 12 100.0% 9 2 90.0% 9 - - - 0 0 100.0%
熱供給業 3 3 100.0% 2 0 66.7% 2 - - - 4 4 100.0%
上水道業 120 120 100.0% 110 2 93.2% 108 - - - 348 348 100.0%
下水道業 42 42 100.0% 38 1 92.7% 37 - - - 1,771 1,771 100.0%

情報通信業 720 177 24.6% 100 19 63.3% 98 7,144 13,832 51.6% 0 0 47.5%
通信業 31 19 61.3% 8 5 57.1% 7 241 431 55.9% 0 0 55.9%
放送業 18 12 66.7% 8 1 72.7% 8 254 445 57.1% 0 0 57.1%
情報サービス業 491 118 24.0% 72 11 67.3% 72 6,273 11,731 53.5% 0 0 53.5%
インターネットサービス業 41 8 19.5% 5 0 62.5% 5 81 172 47.1% 0 0 -
文字情報等製作業 139 20 14.4% 7 2 38.9% 6 295 1,053 28.0% 0 0 28.0%

運輸業 2,750 544 19.8% 273 12 51.3% 272 17,278 58,403 29.6% 2 6 31.2%
鉄道業 87 31 35.6% 14 0 45.2% 12 809 2,839 28.5% 0 0 28.5%
道路旅客運送業 484 109 22.5% 52 2 48.6% 52 1,117 9,241 12.1% 0 1 12.1%
道路貨物運送業 2,179 404 18.5% 207 10 52.5% 208 15,352 46,323 33.1% 2 5 33.1%

卸・小売業 5,980 563 9.4% 252 18 46.2% 243 9,157 40,376 22.7% 5 25 20.4%
各種商品卸売業 35 18 51.4% 6 2 37.5% 6 103 348 29.6% 1 1 96.6%
各種商品小売業 62 32 51.6% 22 1 71.0% 20 3,842 5,867 65.5% 1 1 65.5%
自動車小売業 2,471 214 8.7% 99 4 47.1% 96 1,992 15,603 12.8% 2 17 13.6%
機械器具小売業 929 62 6.7% 27 5 47.4% 25 422 5,648 7.5% 0 4 7.5%
家具・建具等小売業 537 27 5.0% 12 0 44.4% 11 236 2,128 11.1% 0 0 11.1%
じゅう器小売業 310 22 7.1% 9 0 40.9% 9 61 1,036 5.9% 0 0 5.9%
燃料小売業 1,636 188 11.5% 77 6 42.3% 76 2,501 9,746 25.7% 0 2 25.7%

物品賃貸業 625 65 10.4% 32 3 51.6% 32 2,386 4,623 51.6% 0 1 51.6%
物品賃貸業 625 65 10.4% 32 3 51.6% 32 2,386 4,623 51.6% 0 1 51.6%

学術研究・専門サービス業 553 144 26.0% 108 6 78.3% 100 23,178 29,631 78.2% 8 10 84.5%
学術・開発研究機関 306 110 35.9% 87 4 82.1% 80 22,954 28,472 80.6% 8 10 84.7%
写真業 247 34 13.8% 21 2 65.6% 20 224 1,159 19.3% 0 0 19.3%

宿泊業・飲食業 11,156 480 4.3% 125 47 28.9% 120 3,381 75,928 4.5% 0 2 4.5%
飲食店 11,156 480 4.3% 125 47 28.9% 120 3,381 75,928 4.5% 0 2 4.5%

生活関連サービス業 1,136 62 5.5% 29 2 48.3% 29 1,628 6,643 24.5% 1 6 24.5%
洗濯業 1,136 62 5.5% 29 2 48.3% 29 1,628 6,643 24.5% 1 6 24.5%

医療・福祉 1,524 358 23.5% 268 4 75.7% 265 - - - 9 12 74.1%
病院 176 176 100.0% 124 1 70.9% 124 22,839 30,855 74.0% 9 11 78.3%
一般診療所 1,348 182 13.5% 144 3 80.4% 141 2,224 17,104 13.0% 0 1 22.9%

サービス業 2,343 317 13.5% 194 6 62.4% 192 - - - 1 7 9.9%
産業廃棄物処分業 207 207 100.0% 143 5 70.8% 143 - - - - - -
自動車整備業 2,128 102 4.8% 46 1 45.5% 44 432 7,493 5.8% 0 7 5.9%
と畜場 8 8 100.0% 5 0 62.5% 5 203 206 98.5% 0 0 98.5%
（活動量指標の内容）建設業：元請完成工事高（千万円）　製造業：製造品出荷額（千万円）　病院：病床数（床）　その他業種：従業者数（人）
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第２章 調査結果 
 

第１節 調査結果の概要  

平成 30 年度の１年間に茨城県内で発生した産業廃棄物の発生量は 12,453 千ﾄﾝで，有償

物量は 906 千ﾄﾝ，排出量は 11,547 千ﾄﾝとなっている。 

排出量 11,547 千ﾄﾝのうち，95.0%に当たる 10,966 千ﾄﾝが排出事業者又は産業廃棄物処

理業者によって中間処理が行われており，この結果，5,251 千ﾄﾝ（排出量の 45.5%）が減量

されている。 

再生利用量は 5,815 千ﾄﾝ（同 50.4%），最終処分量が 481 千ﾄﾝ（同 4.2%）となっている。 

 

図表 2-1 発生・排出及び処理の状況

 

 
 

平成 25 年度と比較すると，排出量は増加し，再生利用率は 7 ポイント減少，最終処分

率は 3 ポイント減少となっている。 

 

図表 2-2 排出量及び処理状況の推移 

 

（単位：千ｔ/年）

発生量 有償物量 資源化量
12,453 906 6,721

再生利用量
直接再生利用量 5,815

221 <50.4%>
<1.9%>

中間処理量 処理残渣量
10,966 5,715 5,595
<95.0%> <49.5%> <48.5%>

排出量
11,547 減量化量

<100.0%> 5,251
<45.5%> 120

<1.0%>

直接最終処分量 最終処分量
361 481

<3.1%> その他量 <4.2%>
0

<0.0%>

注1）＜＞は排出量に対する割合を示す。
注2）図中の数値は、四捨五入の関係で収支が合わない場合がある。

処理後
最終処分量

処理後
再生利用量

（単位：千ｔ/年）

排出量 11,128 (100%) 11,053 (100%) 11,547 (100%)
再生利用量 6,979 (63%) 6,329 (57%) 5,815 (50%)
減量化量 3,673 (33%) 3,928 (36%) 5,251 (45%)
最終処分量 475 (4%) 795 (7%) 481 (4%)
その他量（保管量） 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

平成20年度 平成25年度 平成30年度



17 
 

第２節 調査結果の概要  

１．排出から処理・処分までの流れ  

（１）排出量 

    平成 30 年度の１年間に県内で発生した産業廃棄物の排出量は 11,547 千ﾄﾝであ

り，排出量を種類別にみると，汚泥が 5,472 千ﾄﾝと最も多く，次いで，動物のふん

尿が 2,824 千ﾄﾝ，がれき類が 1,151 千ﾄﾝ，ばいじんが 688 千ﾄﾝ等となっている。 

（２）再生利用量 

    再生利用量は，5,815 千ﾄﾝとなっており，再生利用率（排出量に対する割合）は

50.4％である。種類別にみると，動物のふん尿が 2,618 千ﾄﾝで最も多く，次いで，

がれき類が 1,142 千ﾄﾝ，汚泥が 622 千ﾄﾝ等となっている。 

（３）最終処分量 

    最終処分量は，481 千ﾄﾝとなっており，最終処分率（排出量に対する割合）は 4.2％

である。種類別にみると，ばいじんが 314 千ﾄﾝで最も多く，次いで，燃え殻が 63 千

ﾄﾝ，その他産業廃棄物が 30 千ﾄﾝ等となっている。 

なお，汚泥は排出事業者が脱水や乾燥等の中間処理を行って大幅に減量化をして

いるが，排出量自体が多量なため比較的最終処分量の多い廃棄物となっている。 

 

図表 2-3 産業廃棄物の種類別の排出量，再生利用量，最終処分量 

 
 

 

 

 

 

  

項目 合計 燃え殻 汚泥 廃油 廃酸
廃

アルカリ
廃プラス
チック類

紙くず 木くず 繊維くず
動植物性

残さ

動物系
固形

不要物
ゴムくず 金属くず

ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ･陶磁

器くず
鉱さい がれき類 ばいじん

動物の
ふん尿

その他産
業廃棄物

11,547 98 5,472 154 100 54 171 16 127 1 92 0 1 82 279 142 1,151 688 2,824 95

(100.0%) (0.8%) (47.4%) (1.3%) (0.9%) (0.5%) (1.5%) (0.1%) (1.1%) (0.0%) (0.8%) (0.0%) (0.0%) (0.7%) (2.4%) (1.2%) (10.0%) (6.0%) (24.5%) (0.8%)

5,815 160 622 47 9 2 106 15 117 1 69 0 1 80 265 139 1,142 376 2,618 47

(100.0%) (2.8%) (10.7%) (0.8%) (0.2%) (0.0%) (1.8%) (0.3%) (2.0%) (0.0%) (1.2%) (0.0%) (0.0%) (1.4%) (4.6%) (2.4%) (19.6%) (6.5%) (45.0%) (0.8%)

481 63 19 3 0 0 19 1 4 0 0 0 2 14 3 9 314 30

(100.0%) (13.0%) (4.0%) (0.7%) (0.0%) (0.0%) (4.1%) (0.1%) (0.8%) (0.0%) (0.1%) (0.0%) (0.4%) (2.8%) (0.7%) (1.9%) (65.3%) (6.2%)

排出量

最終処分量

再生利用量

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000
(単位：千ｔ/年） 排出量 再生利用量 最終処分量
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産業廃棄物の発生から処理・処分までの流れをまとめると，図表 2-4 のとおりである。 

 

図表 2-4 排出及び処理状況の流れ図 

  

  

(A) (B) (S)
(単位：　千ｔ／年）

(E1) (R)
自己中間処理 再生
後再生利用量 利用量

G1 自己未処理

(C) (D) (E) 自己再生利用量 (I)
自己中間 自己中間 221 自己最終
処理量 処理後量 処分量

県内： 338
(F) (H) 県外： 0

自己
減量化量 (J)

(G)
自己

未処理量

(K)
(G1)自己未処理自己再生利用量 221
(G2)自己最終処分量 338
(G3)委託中間処理量 3,240
(G4)委託直接最終処分量 23
(G5)その他量 0 県内： 2,343

県外： 1,089

(L) (M) (M1)
委託中間 委託中間 委託中間処理
処理量 処理後量 後再生利用量

県内： 2,321 (N) (M2)
県外： 1,080 委託 委託中間処理

減量化量 後最終処分量

(T) (O) (P) (Q)
委託直接 委託最終

最終処分量 処分量

県内： 23
県外： 9 注1）＜＞は発生量に対する割合、（）は排出量に対する割合を示す。

注2）図中の数値は、四捨五入の関係で収支が合わない場合がある。

(3.8%) (1.0%)

減量化量 最終処分量

(45.5%) (4.2%)

5,251 31 143 481
<42.2%> (0.3%) (1.2%) <3.9%>

(29.4%) (25.6%) (24.7%)

442 111

3,432
(29.7%)

3,400 2,959 2,848

0
(0.0%)

3,821
(33.1%)

委託処理量

(100.0%)

搬　出　量

4,809 3,770
その他

(41.6%) (32.7%)

11,547 7,726 2,917 338
<92.7%> (66.9%) (25.3%) (2.9%)

2,747 5,815
(23.8%) (50.4%)

排 出 量

<100.0%> <7.3%> <54.0%>

発 生 量 有償物量 資源化量

12,453 906 6,721
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 排出量に対する再生利用量，減量化量，最終処分量の構成比を業種別，種類別にみると，

図表 2-5 及び図表 2-6 のとおりである。 

最終処分量の多い業種について最終処分率をみると，電気・水道業が 13%，製造業が 2%， 

建設業が 3%となっている。 

電気・水道業は，下水道汚泥など脱水や焼却により大幅に減量するため，減量化率が高

くなっている。しかし，石炭火力発電所から発生するばいじんが大量に最終処分されてい

るため，最終処分率も 13%と高くなっている。 

製造業は，汚泥を脱水や焼却により大幅に減量するため，減量化率が高くなっている。

また，鉄鋼業から発生する鉱さいが土木・建設資材として再生利用されている影響で，再

生利用率が高くなり，最終処分率は低くなっている。 

建設業から発生する廃棄物は，がれき類（主にコンクリート片，廃アスファルト）が大

部分を占めており，がれき類は土木・建設資材として再生利用されるため，再生利用率が

高くなり，最終処分率は低くなっている。 

 

図表 2-5 業種別の排出量に対する再生利用量，減量化量，最終処分量の構成比 

 

 

  

(単位：　千ｔ／年）

合計 農業 建設業 製造業
電気・水道

業
情報通信業 運輸業 卸・小売業 物品賃貸業

学術研究・
専門サービ

ス業

飲食店・宿
泊業

生活関連
サービス業

医療・福祉 サービス業

11,547 2,828 1,608 4,274 2,770 0 6 24 1 10 2 6 12 6

再生利用量 5,815 2,622 1,462 1,314 382 0 4 19 0 4 1 1 1 5

減量化量 5,251 206 99 2,889 2,032 0 1 3 0 4 0 4 10 1

最終処分量 481 0 46 72 355 0 0 1 0 2 0 1 2 1

その他量 0 0 0 0 0 0 0 0

項目

排出量

50 

93 91 

31 

14 

83 
71 

80 

57 

41 

69 

19 
4 

75 

45 

7 6 

68 

73 

9 
23 

14 

16 
37 

24 

66 
82 

13 

4 
0 

3 2 
13 8 6 6 

27 22 
7 

14 14 11 

0 0 0 0 0 0 0 1 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
(単位：%） その他量 最終処分量 減量化量 再生利用量
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 最終処分量の多い種類について最終処分率をみると，ばいじんが 46%，燃え殻が 47％， 

その他の産業廃棄物（混合廃棄物）が 32％，汚泥が 1％等となっている。 

ばいじんと燃え殻は石炭火力発電所から発生するものが大量に最終処分されているため， 

最終処分率が高くなっている。 

汚泥は脱水や焼却により大幅に減量するため，減量化率が高くなり，最終処分率は低く

なっている。 

その他の産業廃棄物（混合廃棄物）は複数の種類の廃棄物が混合された状態で排出され

たものであり，再生利用するためには選別等の手間がかかるため，最終処分率が高くなっ

たと思われる。 

 

図表 2-6 種類別の排出量に対する再生利用量，減量化量，最終処分量の構成比 

 

  

(単位：　千ｔ／年）

合計 燃え殻 汚泥 廃油 廃酸
廃

アルカリ
廃プラス
チック類

紙くず 木くず 繊維くず
動植物性

残さ

動物系
固形

不要物
ゴムくず 金属くず

ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ･陶磁

器くず
鉱さい がれき類 ばいじん

動物の
ふん尿

その他産
業廃棄物

11,547 98 5,472 154 100 54 171 16 127 1 92 0 1 82 279 142 1,151 688 2,824 95

再生利用量 5,815 52 666 77 23 9 112 15 117 1 70 0 1 80 265 139 1,142 374 2,618 54

減量化量 5,251 0 4,776 73 75 44 38 0 6 0 21 0 1 205 10

最終処分量 481 46 30 4 2 1 21 1 4 0 1 0 2 14 3 9 314 31

その他量 0 0 0 0 0 0 0 0

注1）図表中の廃棄物の種類は、排出量に対する処理の割合を示すために、中間処理により種類が変わった場合であっても、発生時の種類で捉えている。【種類別：無変換】

項目

排出量

50 53 

12 

50 

23 
17 

65 

93 92 
78 77 

100 95 98 95 98 99 

54 

93 

57 

45 

0 87 

47 

75 
81 

23 

3 4 

4 

23 

0 
0 

0 7 

11 

4 

47 

1 3 2 2 
12 

4 3 
18 

1 5 2 5 2 
1 

46 

0 

32 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

その他量 最終処分量 減量化量 再生利用量



21 
 

２．排出の状況  

（１）業種別の排出状況 

排出量を業種別にみると，製造業が

4,274 千ﾄﾝ（37.0%）で最も多く，次いで，

農業が 2,828 千ﾄﾝ（24.5%），電気・水道業

が 2,770 千ﾄﾝ（24.0%），建設業が 1,608 千

ﾄﾝ（13.9%）となっており，この 4 業種で

全体の 99%を占めている。（図表 2-7） 

製造業は，汚泥の占める割合が高くな

っており，これは主に鉄鋼業やパルプ・

紙製造業から発生している。 

電気・水道業は，下水道汚泥の占める割合が高い。（図表2-11) 

汚泥は自己中間処理（脱水，焼却等）により大幅に減量されるため，製造業と電

気・水道業が搬出量に占める割合は，排出量に占める割合より低くなっている。

（図表2-8） 

 

図表2-8 業種別の発生量，排出量，搬出量  

 

 

 

  

項目 合計 農業 建設業 製造業 電気・水道業 情報通信業 運輸業 卸・小売業 物品賃貸業
学術研究・専
門サービス業

飲食店・宿泊
業

生活関連サー
ビス業

医療・福祉 サービス業

12,453 2,828 1,612 5,037 2,906 0 6 25 1 10 2 6 12 7

(100.0%) (22.7%) (12.9%) (40.5%) (23.3%) (0.0%) (0.0%) (0.2%) (0.0%) (0.1%) (0.0%) (0.0%) (0.1%) (0.1%)

11,547 2,828 1,608 4,274 2,770 0 6 24 1 10 2 6 12 6

(100.0%) (24.5%) (13.9%) (37.0%) (24.0%) (0.0%) (0.0%) (0.2%) (0.0%) (0.1%) (0.0%) (0.1%) (0.1%) (0.1%)

3,770 4 1,580 1,313 807 0 6 24 1 10 2 5 12 6

(100.0%) (0.1%) (41.9%) (34.8%) (21.4%) (0.0%) (0.1%) (0.6%) (0.0%) (0.3%) (0.0%) (0.1%) (0.3%) (0.2%)

※( )内の値は、合計に対する割合

発生量

搬出量

排出量

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000
(単位：千ｔ/年） 発生量 排出量 搬出量

図表 2-7 業種別の排出量 

製造業

4,274 
(37.0%)

農業

2,828 
(24.5%)

電気・水道業

2,770 
(24.0%)

建設業

1,608 
(13.9%)

その他
67 

(0.6%)

排出量
11,547
千ｔ/年
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（２）種類別の排出状況 

排出量を種類別にみると汚泥が 5,472

千ﾄﾝ（47.4%）で最も多く，次いで，動物

のふん尿が 2,824 千ﾄﾝ（24.5%），がれき

類が 1,151 千ﾄﾝ（10.0%），ばいじんが 688

千ﾄﾝ（6.0%），ガラス陶磁器くずが 279 千

ﾄﾝ（2.4％）等となっている。（図表 2-9） 

汚泥の排出量に占める割合は 47.4%と

高いが，排出事業者自らによる脱水，乾

燥，焼却等の処理により，大幅に減量され

て事業所外に搬出される。このため，搬出量全体の割合でみると 19.1%となる。   

（図表 2-10） 

 

図表 2-10 種類別の発生量，排出量，搬出量 

 

  

項目 合計 燃え殻 汚泥 廃油 廃酸
廃

アルカリ
廃プラス
チック類

紙くず 木くず 繊維くず
動植物性

残さ

動物系
固形

不要物
ゴムくず 金属くず

ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ･陶磁

器くず
鉱さい がれき類 ばいじん

動物の
ふん尿

その他産
業廃棄物

12,453 111 5,598 160 106 61 194 95 143 1 125 0 1 419 282 397 1,151 688 2,824 95

(100.0%) (0.9%) (45.0%) (1.3%) (0.9%) (0.5%) (1.6%) (0.8%) (1.1%) (0.0%) (1.0%) (0.0%) (0.0%) (3.4%) (2.3%) (3.2%) (9.2%) (5.5%) (22.7%) (0.8%)

11,547 98 5,472 154 100 54 171 16 127 1 92 0 1 82 279 142 1,151 688 2,824 95

(100.0%) (0.8%) (47.4%) (1.3%) (0.9%) (0.5%) (1.5%) (0.1%) (1.1%) (0.0%) (0.8%) (0.0%) (0.0%) (0.7%) (2.4%) (1.2%) (10.0%) (6.0%) (24.5%) (0.8%)

3,770 140 719 111 91 50 163 15 122 1 91 0 1 60 230 61 1,137 689 0 88

(100.0%) (3.7%) (19.1%) (2.9%) (2.4%) (1.3%) (4.3%) (0.4%) (3.2%) (0.0%) (2.4%) (0.0%) (0.0%) (1.6%) (6.1%) (1.6%) (30.2%) (18.3%) (0.0%) (2.3%)

※( )内の値は、合計に対する割合

発生量

搬出量

排出量

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000
(単位：千ｔ/年） 発生量 排出量 搬出量

図表 2-9 種類別の排出量 

汚泥

5,472 
(47.4%)

動物の

ふん尿
2,824 

(24.5%)

がれき類

1,151 
(10.0%)

ばいじん

688 
(6.0%)

ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ･

陶磁器くず
279 

(2.4%) その他
1,134 
(9.8%)

排出量
11,547
千ｔ/年
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 業種別・種類別の排出量は図表2-11のとおりであり，特徴は次のとおりである。 

○汚泥の排出量は5,472千ﾄﾝで，生産活動に伴い製造業から3,070千ﾄﾝが発生している。 

その他，電気・水道業から2,163千ﾄﾝが発生しており，これは主に下水道処理に伴う有機

性汚泥である。 

○動物のふん尿の排出量は2,824千ﾄﾝで，全量が農業から発生している。これは，畜産 

農家が飼養する牛や豚，鶏等から発生するものである。 

○がれき類の排出量は1,151千ﾄﾝで，建築物の新築や解体，道路工事の際に発生するコン

クリート片や廃アスファルトなど，建設業から1,102千ﾄﾝが発生している。 

○ばいじんの排出量は688千ﾄﾝで，そのうち電気・水道業から530千ﾄﾝが発生しており，こ

れは，主に石炭火力発電所から発生する石炭灰である。その他，製造業（鉄鋼業等）から

158千ﾄﾝが発生している。 

○ガラス陶磁器くずの排出量は 279 千ﾄﾝで，製造業，建設業から主に発生している。 

 

図表 2-11 業種別・種類別の排出量 

 

  

(単位：千ｔ/年)
　　　　　　　　　業種

種類
農業 建設業 製造業

電気・水
道業

情報通信
業

卸・小売
業

学術研究・
専門サー

ビス業

医療・福
祉

サービス
業

その他の
業種※

11,547 2,828 1,608 4,274 2,770 0 24 10 12 6 14

(100.0%) (24.5%) (13.9%) (37.0%) (24.0%) (0.0%) (0.2%) (0.1%) (0.1%) (0.1%) (0.1%)

燃え殻 98 (0.8%) 12 22 64 0 0

汚泥 5,472 (47.4%) 230 3,070 2,163 0 1 2 0 0 5

廃油 154 (1.3%) 1 146 0 0 2 1 0 1 2

廃酸 100 (0.9%) 0 98 1 0 1 0 0

廃 アルカリ 54 (0.5%) 0 50 0 2 1 0 0 0

廃プラスチック類 171 (1.5%) 4 21 121 0 0 13 2 1 3 6

紙くず 16 (0.1%) 5 11 0

木くず 127 (1.1%) 86 40 0 0 0 0 0 0

繊維くず 1 (0.0%) 1 0

動植物性残さ 92 (0.8%) 92

動物系 固形 不要物 0 (0.0%) 0

ゴムくず 1 (0.0%) 0 1 0 0 0

金属くず 82 (0.7%) 13 63 0 0 3 2 0 1 0

ｶﾞﾗｽ陶磁器くず 279 (2.4%) 77 201 0 0 0 0 0 0 0

鉱さい 142 (1.2%) 0 142 0 0

がれき類 1,151 (10.0%) 1,102 38 10 0 1 0

ばいじん 688 (6.0%) 0 158 530

動物の ふん尿 2,824 (24.5%) 2,824

その他産業廃棄物 95 (0.8%) 58 22 2 0 2 1 11 0 0

※その他の業種は、運輸業、物品賃貸業、宿泊業・飲食業、生活関連サービス業の合計値である。

合計

合計
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（３）地域別の排出状況 

排出量を地域別にみると，県北地域が

3,982千ﾄﾝ（34.5%）で最も多く，次い

で，県南地域が2,106千ﾄﾝ（18.2%），県

西地域が2,095千ﾄﾝ（18.1%），鹿行地域

が1,744千ﾄﾝ（15.1%），県央地域が1,620

千ﾄﾝ（14.0%）となっている。 

（図表2-12，図表2-13） 

県北地域は大規模な石炭火力発電所が

あり，石炭灰の排出量が多くなってい

る。県南地域は人口が多いため，下水道汚泥や建設・土木工事に伴うがれき類な

ど，日常生活に密着した廃棄物が多くなっている。（図表2-14） 

 

図表 2-13 地域別の発生量，排出量，搬出量  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-12 地域別の排出量 

県北地域

3,982 
(34.5%)

県南地域

2,106 
(18.2%)

県西地域

2,095 
(18.1%)

鹿行地域

1,744 
(15.1%)

県央地域

1,620 
(14.0%)

排出量
11,547
千ｔ/年

項目 合計 県北地域 県央地域 鹿行地域 県南地域 県西地域

12,453 4,304 1,662 2,071 2,210 2,206

(100.0%) (34.6%) (13.3%) (16.6%) (17.7%) (17.7%)

11,547 3,982 1,620 1,744 2,106 2,095

(100.0%) (34.5%) (14.0%) (15.1%) (18.2%) (18.1%)

3,770 1,232 429 726 839 544

(100.0%) (32.7%) (11.4%) (19.3%) (22.3%) (14.4%)

発生量

搬出量

排出量

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000
(単位：千ｔ/年） 発生量 排出量 搬出量
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図表 2-14 地域別の排出量に対する業種構成比  
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３．中間処理の状況  

（１）自己中間処理の状況 

自己中間処理量は7,726千ﾄﾝとなって

おり，排出量の66.9％を占めている。

（図表2-15） 

種類別に，排出量に対する自己中間処

理量の割合をみると，動物のふん尿が

100%で最も多く，次いで，汚泥が86%，

動物系固形不要物が51%等となってい

る。（図表2-16）  

 

図表 2-16 種類別の排出量に対する自己中間処理量と自己未処理量の構成比  

 

  

(単位：　千ｔ／年）

合計 燃え殻 汚泥 廃油 廃酸
廃

アルカリ
廃プラス
チック類

紙くず 木くず 繊維くず
動植物性

残さ

動物系
固形

不要物
ゴムくず 金属くず

ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ･陶磁

器くず
鉱さい がれき類 ばいじん

動物の
ふん尿

その他産
業廃棄物

11,547 98 5,472 154 100 54 171 16 127 1 92 0 1 82 279 142 1,151 688 2,824 95

自己中間処理量 7,726 0 4,714 43 9 4 11 1 7 0 4 0 21 38 25 17 2,824 9

自己未処理量 3,821 98 758 111 91 50 160 15 120 1 88 0 1 61 242 117 1,133 688 86

項目

排出量

67 

0 

86 

28 

9 7 6 7 5 5 4 

51 

0 

25 
14 18 

2 0 

100 

9 

33 

100 

14 

72 

91 93 94 93 95 95 96 

49 

100 

75 
86 82 

98 100 

0 

91 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
(単位：%） 自己未処理量 自己中間処理量

図表 2-15 自己中間処理量および 

自己未処理量の割合 

自己中間処理量

7,726 
(66.9%)

自己未処理量

3,821 
(33.1%)

排出量
11,547
千ｔ/年
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（２）委託処理状況（自己中間処理後の廃棄物を含む） 

委託処理量は3,432千ﾄﾝであり，委託直

接最終処分量が31千ﾄﾝ，委託中間処理量

が3,400千ﾄﾝである。委託処理量の排出

量に対する割合は29.7％である。 

（図表2-4） 

種類別にみると，がれき類が1,137千ﾄ

ﾝ（33.1％）で最も多く，次いで，汚泥

が716千ﾄﾝ（20.9％），ばいじんが393千

ﾄﾝ（11.5%）と，この3 種類で65.5%を占

めている。（図表2-17，図表2-18）  

 

図表 2-18 種類別の委託処理量  

 

 

 

  

項目 合計 燃え殻 汚泥 廃油 廃酸
廃

アルカリ
廃プラス
チック類

紙くず 木くず 繊維くず
動植物性

残さ

動物系
固形

不要物
ゴムくず 金属くず

ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ･陶磁

器くず
鉱さい がれき類 ばいじん

動物の
ふん尿

その他産
業廃棄物

3,432 100 716 111 91 50 163 15 122 1 91 0 1 60 230 61 1,137 393 88

(100.0%) (2.9%) (20.9%) (3.2%) (2.7%) (1.5%) (4.8%) (0.4%) (3.5%) (0.0%) (2.6%) (0.0%) (0.0%) (1.7%) (6.7%) (1.8%) (33.1%) (11.5%) (2.6%)

31 7 6 0 3 1 0 0 2 3 1 1 6

(100.0%) (22.8%) (18.5%) (0.2%) (9.8%) (2.9%) (0.0%) (0.4%) (7.4%) (10.2%) (3.5%) (4.1%) (20.2%)

3,400 93 710 111 91 50 160 15 121 1 91 0 1 60 228 58 1,136 392 82

(100.0%) (2.7%) (20.9%) (3.3%) (2.7%) (1.5%) (4.7%) (0.4%) (3.5%) (0.0%) (2.7%) (0.0%) (0.0%) (1.8%) (6.7%) (1.7%) (33.4%) (11.5%) (2.4%)

※( )内の値は、合計に対する割合

委託処理量

委託直接最
終処分量

委託中間処
理量

0

200

400

600

800

1,000

1,200
(単位：千ｔ/年） 委託直接最終処分量 委託中間処理量

図表 2-17 種類別の委託処理量 
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230 
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廃プラスチック
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(4.8%)
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791 
(23.1%)

委託
処理量
3,432

千ｔ/年
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４．再生利用の状況  

（１）業種別，種類別の再生利用状況 

再生利用量は5,815千ﾄﾝであり，排出量に対する割合は50.4％である。（図表2-4）

業種別にみると，農業が2,622千ﾄﾝ（45.1%）で最も多く，次いで建設業が1,462千ﾄﾝ

（25.1%），製造業が1,314千ﾄﾝ（22.6%）等となっている。（図表2-19） 

種類別にみると，動物のふん尿が2,618千ﾄﾝ（45.0％）で最も多く，次いで，がれ

き類が1,142千ﾄﾝ（19.6％），汚泥が622千ﾄﾝ（10.7％），ばいじんが376千ﾄﾝ

（6.5％）等となっている。（図表2-20，図表2-21） 

 

 

図表 2-21 種類別の有償物量及び再生利用量  

 

 

項目 合計 燃え殻 汚泥 廃油 廃酸
廃

アルカリ
廃プラス
チック類

紙くず 木くず 繊維くず
動植物性

残さ

動物系
固形

不要物
ゴムくず 金属くず

ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ･陶磁

器くず
鉱さい がれき類 ばいじん

動物の
ふん尿

その他産
業廃棄物

906 14 127 6 6 7 23 79 16 33 0 338 3 255 0

(100.0%) (1.5%) (14.0%) (0.7%) (0.6%) (0.8%) (2.5%) (8.7%) (1.7%) (3.7%) (0.0%) (37.3%) (0.3%) (28.2%) (0.0%)

5,815 160 622 47 9 2 106 15 117 1 69 0 1 80 265 139 1,142 376 2,618 47

(100.0%) (2.8%) (10.7%) (0.8%) (0.2%) (0.0%) (1.8%) (0.3%) (2.0%) (0.0%) (1.2%) (0.0%) (0.0%) (1.4%) (4.6%) (2.4%) (19.6%) (6.5%) (45.0%) (0.8%)

6,721 175 749 53 15 9 129 94 133 1 100 0 1 417 267 394 1,142 376 2,618 48

(100.0%) (2.6%) (11.1%) (0.8%) (0.2%) (0.1%) (1.9%) (1.4%) (2.0%) (0.0%) (1.5%) (0.0%) (0.0%) (6.2%) (4.0%) (5.9%) (17.0%) (5.6%) (39.0%) (0.7%)

※資源化量 =有償物量＋再生利用量、( )内の値は、合計に対する割合

有償物量

再生利用量

資源化量

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000
(単位：千ｔ/年） 有償物量 再生利用量

動物の

ふん尿
2,618 

(45.0%)

がれき類

1,142 
(19.6%)

汚泥

622 
(10.7%)

ばいじん

376 
(6.5%)

ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ･

陶磁器くず
265 

(4.6%)

その他

793 
(13.6%)

再生利用量
5,815

千ｔ/年

農業

2,622 
(45.1%)

建設業

1,462 
(25.1%)

製造業

1,314 
(22.6%)

電気・水道業

382 
(6.6%)

その他
36 

(0.6%)

再生利用量
5,815千ｔ/年

図表 2-19 業種別の再生利用量 図表 2-20 種類別の再生利用量 
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（２）利用用途別の再生利用状況  

再生利用量を利用用途別にみると，肥料・土壌改良剤が 2,846 千ﾄﾝ（再生利用量の

48.9%）と最も多く，次いで，土木・建築資材が 1,694 千ﾄﾝ（同 29.1%），セメント原

材料が 839 千ﾄﾝ（同 14.4%）以下，燃料が 169 千ﾄﾝ（同 2.9%），鋼鉄原料が 115 千ﾄﾝ

（同 2.0%）等となっている。（図表 2-22，図表 2-23） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-23 種類別・再生利用用途別の再生利用量 

 

 

（単位：千ｔ/年）

　　　　　　　　　　　　　用途

種類

再
生
利
用
量

土
木
・
建
築
資
材

肥
料
・
土
壌
改
良
剤

鉄
鋼
原
料

燃
料

ｾ
ﾒ
ﾝ
ﾄ
原
材
料

パ
ル
プ
・
紙
原
材
料

非
鉄
金
属
原
材
料

プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
原
材
料

そ
の
他

5,815 1,694 2,846 115 169 839 21 41 25 66
(100.0%) (29.1%) (48.9%) (2.0%) (2.9%) (14.4%) (0.4%) (0.7%) (0.4%) (1.1%)

燃え殻 160 33 1 11 0 115 0 0
汚泥 622 110 171 13 5 303 10 10
廃油 47 1 0 0 41 4 0 0 0 1
廃酸 9 0 1 0 1 1 0 5
廃 アルカリ 2 0 0 0 0 1 0 0
廃プラスチック類 106 7 0 1 63 9 0 0 22 4
紙くず 15 1 0 1 0 13 0 0 0
木くず 117 45 12 0 46 0 7 1 5
繊維くず 1 0 0 1 0 0 0
動植物性残さ 69 0 42 5 1 0 21
動物系 固形 不要物 0 0
ゴムくず 1 1 0 0 0 0
金属くず 80 1 0 67 0 0 0 11 0 1
ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ･陶磁器くず 265 238 0 0 1 18 1 0 7
鉱さい 139 114 24 0 1
がれき類 1,142 1108 0 0 25 0 9
ばいじん 376 11 0 12 0 339 13
動物の ふん尿 2,618 2618
その他産業廃棄物 47 23 0 5 9 1 0 4 3 2

合計

肥料・土壌改良剤

2,846 
(48.9%)

土木・建築資材

1,694 
(29.1%)

ｾﾒﾝﾄ原材料

839 
(14.4%)

燃料

169 
(2.9%)

鉄鋼原料

115 
(2.0%)

その他

153 
(2.6%)

再生利用量
5,815

千ｔ/年

図表 2-22 利用用途別の再生利用量 
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＜再生利用量が比較的高い産業廃棄物の再生利用用途＞ 

○動物のふん尿は，発酵処理後に堆肥等（肥料）に利用される。 

○がれき類のうち，コンクリート片は破砕後に再生砕石として道路工事等で利用される。

廃アスファルトは破砕や加熱等の処理後に再生アスファルト合材として道路工事等で利用

される。 

○鉱さいのうち，鉄鋼スラグは破砕等の処理後にコンクリート用骨材や道路工事用の路盤

材として利用される。 
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５．最終処分の状況  

最終処分量は 481 千ﾄﾝとなっており，排出量に対する割合は 4.1％である。（図表

2-4） 

業種別にみると，電気・水道業が 355 千ﾄﾝ（73.8%）と最も多く，次いで，製造業

が 72 千ﾄﾝ（14.9%），建設業が 46 千ﾄﾝ（9.7%）等となっている。（図表 2-24） 

種類別にみると，ばいじんが 314 千ﾄﾝ（65.3％）と最も多く，次いで，燃え殻が

63 千ﾄﾝ（13.0％），その他産業廃棄物が 30 千ﾄﾝ（6.2％）等となっている。（図表

2-25） 

最終処分先を処理の主体別にみると，自己最終処分量が 338 千ﾄﾝ（最終処分量の

70.2％）処理業者等への委託最終処分量が 143 千ﾄﾝ（同 29.7％）となっている。

（図表 2-26） 

自己最終処分量は，ほとんどが石炭火力発電所で発生，処分された産業廃棄物であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 燃え殻 汚泥 廃油 廃酸
廃

アルカリ
廃プラス
チック類

紙くず 木くず 繊維くず
動植物性

残さ

動物系
固形

不要物
ゴムくず 金属くず

ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ･陶磁

器くず
鉱さい がれき類 ばいじん

動物の
ふん尿

その他産
業廃棄物

481 63 19 3 0 0 19 1 4 0 0 0 2 14 3 9 314 30

(100.0%) (13.0%) (4.0%) (0.7%) (0.0%) (0.0%) (4.1%) (0.1%) (0.8%) (0.0%) (0.1%) (0.0%) (0.4%) (2.8%) (0.7%) (1.9%) (65.3%) (6.2%)

143 23 17 3 0 0 19 1 4 0 0 0 2 14 3 9 18 30

(100.0%) (16.1%) (11.8%) (2.4%) (0.0%) (0.0%) (13.6%) (0.4%) (2.6%) (0.1%) (0.3%) (0.0%) (1.3%) (9.5%) (2.3%) (6.3%) (12.5%) (20.7%)

338 40 2 0 0 0 296 0

(100.0%) (11.7%) (0.7%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (87.5%) (0.0%)
石炭火力発
電所分 335 40 296

上記以外 3 2 0 0 0 0

項目

最終処分量

委託
最終処分量

自己
最終処分量

0

50

100

150

200

250

300

350
(単位：千ｔ/年） 委託最終処分量 自己最終処分量

電気・水道業

355 
(73.8%)

製造業

72 
(14.9%)

建設業

46 
(9.7%)

その他

8 
(1.6%)

最終処分量
481千ｔ/年

ばいじん

314 
(65.3%)

燃え殻

63 
(13.0%)

その他産業

廃棄物
30 

(6.2%)

廃プラスチック類

19 
(4.1%)

汚泥

19 
(4.0%)

その他

36 
(7.5%)

最終処分量
481

千ｔ/年

図表 2-24 業種別の最終処分 図表 2-25 種類別の最終処分量 

図表 2-26 種類別の最終処分量
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第３節 目標の達成状況  

第 4 次茨城県廃棄物処理計画の数値目標は次のとおりである。 

なお，石炭火力発電所から排出されるばいじん，燃え殻は，港湾計画に基づき全量港湾

埋立処分が計画されていたため，目標からは除外している。 

 

図表 2-27 茨城県廃棄物処理計画の目標 

 

 

廃棄物処理計画に定める数値目標と比較すると，全ての項目で目標値は達成していない。 

令和２年度に目標を達成するのは困難と思われる。 

 

図表 2-28 目標の達成状況 

 

 

排出量及び最終処分量が増加した要因としては，県内の経済活動が活発化した影響によ

るものと考えられる。平成 30 年の本県における製造品出荷額等は，13 兆円に達した。こ

うした景気の好循環と相まって，一部の事業所においては，東日本大震災の影響で損壊し

た設備が以前の稼働水準に戻り，結果として，排出量の増加につながったことが理由に挙

げられる。 

 

図表 2-29 製造品出荷額の比較 

 

 

目標
Ｈ20 Ｈ25 Ｒ2（Ｈ32）

排出量
（千トン）

10,838 10,151 10,456
国の基本方針ではＨ24に対し約3％増に抑
制としているが、直近のデータであるＨ25に
対し国と同じ約3％増に抑制する。

再生利用率
（％）

64 60 61
国の基本方針ではＨ24に対し約1ポイント増
としているが、直近のデータであるＨ25に対
し国と同じ約1ポイント増とする。

最終処分量
（千トン）

185 137 136
国の基本方針ではＨ24に約1％減としている
が、直近のデータであるＨ25に対し国と同じ
約1％減とする。

評価
実績

目標
Ｈ20 Ｈ25 Ｈ30 Ｒ2（Ｈ32）

排出量
（千トン）

10,838 10,151 11,212 10,456 未達成

再生利用率
（％）

64 60 52 61 未達成

最終処分量
（千トン）

185 137 145 136 未達成

実績
評価

H25 H30
製造品出荷額等（億円） 107,887 130,298
※出典：平成30年工業統計調査結果（速報）
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 再生利用率が低下した要因としては，一つに，従来から再生利用率が高い建設業におい

て排出抑制が図られたことにより，再生利用量が減少したこと。もう一つは，鉱さいの発

生量が約８分の１に減少したことに加え，自社で再生加工していた処理方法を全量売却に

シフトしたことにより，再生利用量が減少したことが影響している。 

  

図表 2-30 参考：石炭火力発電所の港湾埋立量の推移 

 

 

図表 2-31 石炭火力発電所から排出されるばいじん，燃え殻の港湾埋立量を除いた状況 

 

 

 

 

（単位：千ｔ/年）
Ｈ20 Ｈ25 Ｈ30

燃え殻 24 58 40
ばいじん 265 594 296

計 290 652 335

（単位：千ｔ/年）

発生量 有償物量 資源化量
12,117 906 6,721

再生利用量
直接再生利用量 5,815

221 <51.9%>
<2.0%>

中間処理量 処理残渣量
10,966 5,715 5,595
<97.8%> <51.0%> <49.9%>

排出量
11,212 減量化量

<100.0%> 5,251
<46.8%> 120

<1.1%>

直接最終処分量 最終処分量
25 145

<0.2%> その他量 <1.3%>
0

<0.0%>

注1）＜＞は排出量に対する割合を示す。
注2）図中の数値は、四捨五入の関係で収支が合わない場合がある。

処理後
再生利用量

処理後
最終処分量


